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令和３年１２月６日 

学 務 課 

 

江東区立幼稚園設置条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の理由 

 区立もみじ幼稚園及び小名木川幼稚園を廃止するため、条例の一部を改正す

る。 

 

２ 改正の概要 

 別表中のもみじ幼稚園及び小名木川幼稚園の名称及び位置を削除する。（第２

条関係） 

 

３ 新旧対照表 

 裏面のとおり 

 

４ 施行日 

 令和４年４月１日 
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江東区立幼稚園設置条例 新旧対照表 

現行 改正案 

本則 （略） 本則 （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 

（略） 

同  第三大島幼稚園 同  大島七丁目３９

番２‐１０１号 

同  もみじ幼稚園 同  大島八丁目２１

番９‐１０１号 

（略） 

同  なでしこ幼稚園 同  北砂五丁目２０

番７‐１０２号 

同  小名木川幼稚園 同  北砂五丁目２２

番１０号 

（略） 
 

名称 位置 

（略） 

同  第三大島幼稚園 

 

 

 

同  大島七丁目３９

番２‐１０１号 

（略） 

同  なでしこ幼稚園 

 

 

 

同  北砂五丁目２０

番７‐１０２号 

（略） 
 

    附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 


